
 議案第２０号 

   墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２７年２月２日 

 

                提出者 墨田区長  山  﨑    昇    

 

   墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例 

 墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成４年墨田区条例

第３０号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「の規定に基づく」を「に規定する」に改める。 

 第６条第３項中「高さには」の次に「、北側の前面道路又は隣地との関係について

の建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合を除き」を加える。 

 第１５条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 別表第１東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域の項中「及び平成

２４年墨田区告示第２０７号」を「、平成２４年墨田区告示第２０７号及び平成２７

年墨田区告示第９号」に改める。 

 別表第２東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域の部東京都市計画

押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域Ｃ地区の項及び東京都市計画押上・業平橋

駅周辺地区地区整備計画区域Ｄ地区の項中「定められた区域」を「定められた地区」

に改め、同部に次のように加える。 

 

東京都市計画押上・業平橋駅

周辺地区地区整備計画区域Ｅ

地区 

平成２７年墨田区告示第９号に

定める東京都市計画押上・業平

橋駅周辺地区地区整備計画区域

のうち、Ｅ地区に定められた地

区 

 平成２７年墨田区告示第９号に 



東京都市計画押上・業平橋駅

周辺地区地区整備計画区域Ｆ

地区 

定める東京都市計画押上・業平

橋駅周辺地区地区整備計画区域

のうち、Ｆ地区に定められた地 

区 

 

 別表第３に次のように加える。 

 ６の６ 東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域Ｅ地区 

（あ） （い） （う） （え） （お） （か） （き） （く） （け） （こ） （さ） （し） 
            
建築しては

ならない建

築物 

(あ)の適 

用除外

のもの 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

建築物の

壁面の位

置の制限 

  

(え)の適用 

除外のも

の 

建築物の

高さの最

高限度  

(か)の適用 

除外のも

の 

建築物の

容積率の

最低限度 

(く)の適 

用除外

のもの 

建築物の

容積率の

最高限度 

(こ)の適 

用除外

のもの 

建築物の建

ぺい率の最

高限度 

            
風俗営業

等の規制及

び業務の適

正化等に関

する法律第

２条第６項

各号、第７

項各号及び

第８項から

第１０項ま

でのいずれ

かに該当す

る営業の用

途に供する

もの 

 ６０平方

メートル。

ただし、

公衆便所、

巡査派出

所その他

これらに

類する公

益上必要

な建築物

の敷地と

して使用

する場合

において

は、この

限りでな

い。 

  ２８メー

トル 

      

 

 ６の７ 東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域Ｆ地区 

（あ） （い） （う） （え） （お） （か） （き） （く） （け） （こ） （さ） （し） 

建築しては

ならない建

築物 

(あ)の適 

用除外

のもの 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

建築物の

壁面の位

置の制限 

  

(え)の適用 

除外のも

の 

建築物の

高さの最

高限度  

(か)の適用 

除外のも

の 

建築物の

容積率の

最低限度 

(く)の適 

用除外

のもの 

建築物の

容積率の

最高限度 

(こ)の適 

用除外

のもの 

建築物の建

ぺい率の最

高限度 

風俗営業

等の規制及

び業務の適

正化等に関

する法律第

２条第６項

各号、第７

項各号及び

第８項から

第１０項ま

でのいずれ

かに該当す 

 ６０平方

メートル。

ただし、

公衆便所、

巡査派出

所その他

これらに

類する公

益上必要

な建築物

の敷地と

して使用 

  ２２メー

トル。た

だし、東

京都市計

画高度地

区による

第３種高

度地区の

指定区域

内におけ

る建築物

の各部分 

      



る営業の用

途に供する

もの 

 する場合

において

は、この

限りでな

い。 

  の高さは、

２２メー

トル以下 

で、かつ

当該部分

から前面

道路の反

対側の境

界線又は

隣地境界

線までの

真北方向

の水平距

離が８メ

ートル以

内の範囲

にあって

は当該水

平距離の

１．２５

倍に１０

メートル

を加えた

もの以下

とし、当

該真北方

向の水平

距離が８

メートル

を超える

範囲にあ

っては当

該水平距

離から８

メートル

を減じた

ものの

０．６倍

に２０メ

ートルを

加えたも

の以下と

する。 

      

 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

 東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区計画の変更により、東京都市計画押上・

業平橋駅周辺地区地区整備計画区域に２つの地区が追加されることに伴い、当該地区



の建築物の用途等の制限について定める必要がある。 


